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○ 民間事業者の取組紹介 

・日本郵政グループ「e転居」及び「社員証」の活用事例について 

日本郵政グループが提供するマイナンバーカードを活用した「e転居」サー
ビス及び同社がマイナンバーカードを「社員証」として活用している事例につ
いてご紹介します。詳細につきましては、次ページ以降の別添をご覧いただき
ますようお願いいたします。 

 
□ 別添１ 【日本郵政グループ】「e転居」及び「社員証」の活用事例につい

て 

 
マイナンバーカード・インフォでは、国の施策や民間事業者の事例紹介など、

マイナンバーカードの利用促進に関するお役立ち情報をお届けしております。 
デジタル庁のマイナンバーカード制度ページで紹介しておりますので、是非、

マイナンバーカードの利用検討にお役立てください。 
 

□ 民間事業者向けマイナンバーカード活用情報 

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-
business/?mnci=pr28-1 
 

以 上 

     

https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/?mnci=pr28-1
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/private-business/?mnci=pr28-1


別添１ 【日本郵政グループ】「e転居」及び「社員証」の活用事例について
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e転居
e転居とは、インターネット上で転居届（郵便物の転送のための届出）を受け付ける無料サービスです。
ゆうびんIDを登録し、本人確認を行うことで、利用することが可能です。

■e転居利用の流れ

マイナンバーカードで
行う方法

顔写真付き本人確
認書類で行う方法

1. ゆうびんIDを登録し、
以下2種類のどちらかの方式に
て本人確認を実施する

e転居HP：https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/

2. 本人確認を実施したゆうびん
IDでログインし、現住所と転居
先の情報を入力する

3. 完了
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■e転居イメージ

1

2 ※日本郵便が取り扱う郵便物等に
ついてのみ転送されます

https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/


■①マイナンバーカードで行う方法（実施にはマイナポータルAPのインストール等が必要となります。）

4

e転居（ゆうびんID作成）における本人確認方法

1

ゆうびんIDでの本人確認は、マイナンバーカードで行う方法と顔写真付き本人書類で行う方法があります。顔写真付き本人
確認の方法では審査に数日かかる場合がある一方で、マイナンバーカードで行う方法ではすぐに本人確認が完了します。

[顔写真] を選択
します。

～省略
書類の表面を白い
枠内にいれて撮影
します。

書類の表面を白い
枠内にいれて厚み
を撮影します。

書類の裏面を白い
枠内にいれて撮影
します。

顔写真を撮影
します。

本人確認の申請が
完了しました。

4 5 6 7 8

1 2 3

[マイナンバーカード読込み] 
を選択します。

マイナンバーカードをスマートフォン
またはICカードリーダライタ等に
セットし、[次へ] を選択します。

本人確認の申請が
完了しました。

■②顔写真付き本人確認書類で行う方法

すぐに本人確認が完了
※JPKIを利用することで
速やかに安全・確実な
本人確認が可能。

数日かかる
場合がある

審査

審査



日本郵政グループにおけるマイナンバーカードの社員証利用
日本郵政グループ4社（日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、株式会社ゆうちょ銀行、株式会社かんぽ生命保険）は、
事務所等の入退館及びプリントセキュリティ・PC認証・鍵管理BOXの管理などで、マイナンバーカードを利用しています。

備考：民間事業者がマイナンバーカード（ICチップ）の空き領域にアプリケーションを搭載するためには、番号法施行令第18条第2項第4号の規定に基づき、
事務の実施者及び事務の内容について、内閣総理大臣及び総務大臣による告示を受けることが必要となります。
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■利用イメージ

https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
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